
JAS規格
　　　　　　　　　チルドハンバーグステーキ、チルドミートボールの食品添加物リスト

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ、ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ：令和7年10月8日改定

物質名 上級 標準 上級 標準
調味料 アミノ酸：DL-アラニン、グリシン及びL-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ

核酸：5'-ｲﾉｼﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ、5'-ｸﾞｱﾆﾙ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ及び5'-ﾘﾎﾞﾇｸﾚｵ
ﾁﾄﾞ二ﾅﾄﾘｳﾑ

○ ○ ○ ○

有機酸：ｸｴﾝ酸三ﾅﾄﾘｳﾑ、ｺﾊｸ酸一ﾅﾄﾘｳﾑ、ｺﾊｸ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ、酢酸
ﾅﾄﾘｳﾑ、乳酸ｶﾙｼｳﾑ、乳酸ﾅﾄﾘｳﾑ及びﾌﾏﾙ酸一ﾅﾄﾘｳﾑ

無機塩：ﾎｴｲｿﾙﾄ、ﾘﾝ酸水素二ﾅﾄﾘｳﾑ及びﾘﾝ酸三ﾅﾄﾘｳﾑ

結着補強剤 ﾋﾟﾛﾘﾝ酸二水素二ﾅﾄﾘｳﾑ、ﾋﾟﾛﾘﾝ酸四ﾅﾄﾘｳﾑ、ﾎﾟﾘﾘﾝ酸ｶﾘｳﾑ、ﾎﾟﾘﾘ
ﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ、ﾒﾀﾘﾝ酸ｶﾘｳﾑ及びﾒﾀﾘﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ

○ ○ ○ ○

乳化安定剤 カゼインナトリウム ○ ○ ○ ○
pH調整剤 アジピン酸、クエン酸、酢酸ナトリウム、氷酢酸、フマル酸及びDL-

リンゴ酸
○ ○ ○ ○

酸味料 クエン酸、酢酸ナトリウム、氷酢酸、フマル酸及びDL-リンゴ酸 ○*1 ○*1 ○*1 ○*1

糊料 カラギナン、カロブビーンガム、キサンタンガム、グァーガム及びタ
マリンドシードガム

○*1 ○*1 ○*1 ○*1

酸化防止剤 L-アスコルビン酸、L-アスコルビン酸ナトリウム及びミックストコ
フェロール

○ ○ ○ ○

着色料 アカキャベツ色素、アカダイコン色素、シソ色素、チコリ色素、ビー
トレッド、ムラサキイモ色素及びムラサキヤマイモ色素(それぞれ
ソースに使用する場合に限る。)並びにアナトー色素、カカオ色素、
カラメルⅠ、カラメルⅢ、カラメルⅣ、クチナシ赤色素、クチナシ黄
色素、コチニール色素、タマネギ色素、トウガラシ色素、トマト色
素、ベニコウジ色素及びラック色素

○ ○ ○ ○

甘味料 カンゾウ抽出物 ○ ○ ○ ○

香辛料抽出物 ○ ○ ○ ○
強化剤 β-カロテン、焼成カルシウム、炭酸カルシウム及び未焼成カルシ

ウム
○ ○ ○ ○

保存料 ソルビン酸、ソルビン酸カリウム ○ ○

香料 ○ ○
加工でん粉 ｱｾﾁﾙ化ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸架橋ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ、ｱｾﾁﾙ化ﾘﾝ酸架橋ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ、ｱｾﾁﾙ化

酸化ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ、ｵｸﾃﾆﾙｺﾊｸ酸ﾃﾞﾝﾌﾟﾝﾅﾄﾘｳﾑ、酢酸ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ、酸化ﾃﾞﾝﾌﾟ
ﾝ、ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾃﾞﾝﾌﾟﾝ、ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙ化ﾘﾝ酸架橋ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ、ﾘﾝ酸ﾓ
ﾉｴｽﾃﾙ化ﾘﾝ酸架橋ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ、ﾘﾝ酸化ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ及びﾘﾝ酸架橋ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ(11)

○ ○ ○ ○

*1：ソースに使用する場合に限る。
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